
字
奈
岐
8
女
神
社
と
大
杵
社

由
布
市
湯
布
院
町
に
は 、

由
布
院
盆
地
の
美
し
い
自
然
の
中
に
豊
か
な
水
と
光

に
恵
ま
れ
た
大
杉
林
と
美
し
い
清
水
の
わ
く
社
地
を
持
つ
宇
奈
岐
日
女
神
社
が

あ
る

。

ま
た 、

宇
奈
岐
日
女
神
社
の
末
社
で
も
あ
る
「
大
杵
社」

が
あ
る

。

こ

の
社
に
は 、

＝一

宮

修
一
―

国
指
定
の
有
名
な
大
杉
が
あ
る

。

こ
の
宇
奈
岐
日
女
神
社
が
ど
う

い
う
か
た
ち
で
創
建
さ
れ
た
の
か

。

ど
う
い
う
歴
史
を
経
て
維
持
さ
れ
て
き
た

の
か
を
調
べ
て
い
き
た
い

。

一
、

大
分
県
地
名
事
典
の
記
録
か
ら

①
所
在
地
は 、

由
布
市
湯
布
院
町
川
上 、

宇
奈
岐
日
女
神
社

②
由
布
院
盆
地
の
南
東
に
あ
り 、

祭
神
は
国
常
立
尊
ほ
か
五
柱 。

旧
県
社 。

別
名
六
所
宮
・

六
所
様
と
も
い
い 、

「
豊
後
国
志」

に
は
「
土
人
称
六
所
権
現」

と
あ
る

。

ま
た
「
太
宰
管
内
志
」

に
「
木
綿
山
ノ
神
社
と
も
云
う
な
り」

と
あ
り 、

木
綿
大
明
神
の
俗
称
も
あ
っ

た
。

（
豊
後
国
志）

か
っ

て
は
北
温
湯
村
の
仏
山

寺
が
別
当
寺 。

社
名
に
関
連
す
る
「
う
な
ぐ
」

と
は
勾
玉
な
ど
の
装
飾
を
意
味

し 、

ウ
ナ
グ
ヒ
メ
と
は
こ
の
よ
う
な
飾
り
を
首
に
か
け
て
い
る
巫
女
で
あ
り 、

こ
の
地
方
の
女
首
長
で
あ
ろ
う 。

ウ
ナ
グ
ヒ
メ
は
農
業
神 。

水
神
に
仕
え
る
巫

女
で
は
な
か
ろ
う
か

。

神
に
仕
え
る
土
地
の
首
長
が
神
そ
の
も
の
に
転
化
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る

。

オ
神
は
は
じ
め
ウ
ナ
グ
ヒ
メ
神
の
一

神
で
あ
っ

た
の
が

は
じ
め
に

社
と
習
合

•

第
―

二

代
景
行
天
皇
十
二

年
（
宇
奈
岐
日
女
神
社
文
書）

創
建

言
伝 、

性
空
上
人
が
由
布
岳
を
守
る
祠
を
造
っ

た
。

後
に
宇
奈
岐
日
女
神

に
し
て
い
た

。
こ
く

と
こ

た
つ
の

み
こ
と

く

に

さ

っ
ち
の

み
こ
と

ひ
こ

ほ

ほ

で

み

み
こ
と

た
け

祭
り
神

二
国
常

立

尊
・

国
狭

槌

尊
・

彦
火
火
出
見
尊
・

彦
波
な
ぎ
武
う
が

ふ
き

あ

え

ず

の

み
こ
と

か

む

い

わ

よ

ひ

こ

の
み
こ
と

か
ん

な
め

な

が

わ

み
み
の

み
こ
と

や
葺
不
合

尊
・

神
磐
余
彦

尊
・

神
淳
名
川

耳

尊

木
は 、

由
布
山
に
あ
り
低
木
で
母
円
形
で
あ
る

。

そ
の
幹
の
皮
を
は
い
で
繊
維

呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る

。

地
域
の
人
は
六
所
宮
と
呼
ん
で
い
る

。
「
木
綿」

の

は
県
社 。
「
六
所
宮
」

と
呼
ば
れ
る
ほ
か 、

「
木
綿
神
社
」
「
木
綿
山
神
社
」

と

宇
奈
岐
日
女
神
社
は 、

宇
奈
岐
日
女
神
社
の
由
来

後
六
神
を
祀
る
よ
う
に
な
っ

た
と
思
わ
れ
る

。

湯
布
院
の
総
産
土
神
と
し
て
中

川
の
字
「
ナ
ベ
ク
ラ
」

由
布
市
湯
布
院
町
に
あ
る
神
社
で
式
内
社
で
旧
社
格

の
地 、

蹴
破
っ

た
谷
間
を
真
下
に
見
下
ろ
す
所
に

。

当

神
社
の
末
社
と
し
て
蹴
裂
権
現
社
が
祭
ら
れ
て
い
る

。
「
宇
奈
岐
日
女
神
」

は

嘉
祥
二

年
（
八
四
六
）

六
月
従
五
位
下
を
授
け
ら
れ
（
続
日
本
後
紀）

元
慶
七

年
（
八
八
三
）

年
九
月
二
日
に
正
五
位
下
に
昇
っ

た
（
三
代
実
録）

。

「
延
喜
式」

神
名
帳
に
は
速
見
郡
三
座
の
一

と
し
て
「
宇
奈
岐
日
女
神
社」

が
登
載
さ
れ
て

い
る 。

大
友
義
鎮
か
ら
四
月
十
六
日
付
で
杵
原
八
幡
宮
の
大
宮
司
宛
に
出
さ
れ

た
書
状
に
よ
る
と
杵
原
宮
造
営
に
あ
た
っ

て
は
油
断
な
く
準
備
を
し 、

本
社
使

用
の
材
木
は
「
椿
原
六
所
」

に
お
い
て
採
用
す
る
の
で
造
営
奉
行
に
申
請
す
る

よ
う
に
と
あ
る

。

梅
雨
以
前
に
具
体
的
に
ど
の
木
を
伐
採
し
そ
れ
を
ど
う
運
ぶ

か
取
り
調
べ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
し
て
い
る 。
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微
慮
有
り
て
若
き
緑
の
杉

御
切
ご
随
臣
二

持
た
せ
玉
ひ
て
郷
に

帝
令
日
本
武
尊
ヲ
平
上
之
夫
れ
よ
り
車

門
内
に
行
幸
し
玉
ふ
而
山
家
二

車
駕
二

而

御
尋
ね
玉
ふ
里
人
対
へ
て
曰
く

豊
前
の
国
岩
窟
に

御
諒
ハ

忍
別

大
和
尊

湯布院町 宇奈岐日女神社資料①

豊州速見郡油布郷内

右
七
社
延
喜
式
内
の
神
社

彦
岳
願
神
具
也

自
禁
庭
格
別
二

有
之

速
見
郡

由
布
郷

姫
岳
山

神
具
三
毛
入
野

十
二

代
帝
景
行
天
皇

日
皇
子
日
本
武
尊
熊
襲
を

天
皇
築
紫
に
幸
し
玉
ふ
天
皇

口
し
給
ふ
此
の
時

海
部
郡
宗
社

大
分
郡
宗
廟

上
寒
田
神
社

速
吸
日
女
神
社

佐
賀
関

C9一

宇奈岐日女神社

資
料
①

「
宇
奈
岐
日
女
神
社
文
書」

宇
奈
岐
日
女
神
社
文
書 、

資
料
②

仁
徳
天
皇

豊
後
神
社
の
第 御

霊

直
入
大
野
両
郡
宗
廟

右
社

景
行
天
皇

御
霊
木
仕

応
神
天
皇

御
霊
山

一

宮

城
原
神
社

給
う

玉

ふ

て

延

喜

式
を

選
び
玉

ふ

時

常
国
七

社
の

内
加
ヘ

信
仰

【
口
語
訳
】

延

長
五

年

丁

亥

年

勅
命
に

よ
っ

て
文
武
長
者
従
一

位

左

大

臣

藤

原
忠

平

公 、

九

条
師

輔
公

御

父

君
営
社
を

-3-



因
幡
宇
左
岐
比
目
神
社

【
説
明】

こ
の
文
書
は 、

宇
奈
岐
日
女
神
社
に
あ
っ
た
も
の
を
湯
布
院
町
が
複

写
し
た
も
の
で
写
真
は
明
瞭
で
な
い
と
こ
ろ
は
あ
る
が 、

資
料
か
ら
読
み
取
れ

る
も
の
を
あ
げ
て
い
く
と
次
の
よ
う
に
な
る 。

創
建
は 、

延
長
五
年
（
九
二
七

年）

に 、

左
大
臣
藤
原
忠
平
公
の
父
が
此
の
宮
を
信
仰
し
た 。

そ
の
時
延
喜
式

に
七
社
を
い
れ
た 。

そ
の
中
に
入
っ
て
い
る
の
は 、

城
原
神
社

由
布
山
の
中
腹
に
あ
り 、

速
吸
日
女
神

他
に
大
分
郡
宗
廟
・

直
入
大
野
郡
宗
廟
な
ど
が
書
か
れ
て
い

る 。

ま
た 、

速
見
郡
由
布
郷
と
あ
る
の
で 、

宇
奈
岐
日
女
神
社
を
こ
れ
に
加
え

て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る 。

創
建
と
は
直
接
関
係
な
い
が
湯
布
院
の
伝
承
で

は 、

由
布
山
を
崇
め
る
神
と
し
て
宇
奈
岐
日
女
が
あ
り 、

由
布
山
と
由
布
院
盆

地
を
治
め
た
と
言
わ
れ
て
い
る 。

金
鱗
湖
の
近
く
に
あ
る
仏
山
寺
は 、

以
前
は

と
も
に
人
々
の
信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
い
た 。

【
伝
承】
「
宇
奈
岐
日
女
と
蹴
裂
権
現
の
伝
承」

む
か
し
む
か
し 、

今
の
由
布
院
盆
地
に
は 、

大
き
な
湖
だ
っ
た
そ
う
な 。

宇

奈
岐
日
女
の
神
は 、

家
来
の
蹴
裂
権
現
を
連
れ
て
湖
の
周
り
を
ま
わ
っ
て
い
た

時 、

神
は 、

湖
を
見
て 、

こ
の
大
き
な
湖
が
な
く
な
れ
ば
湖
の
底
に
は
き
っ
と

水
を
出
し
た
ら
い
い
と
思
う
の
で 、

よ
く
肥
え
た
土
地
が
あ
る
そ
こ
で
米
を
作
れ
ば
た
く
さ
ん
の
米
が
で
き
る
だ
ろ

う 。
「
権
現
よ 。

お
前
は
国
一

の
力
持
ち
だ 。

向
こ
う
の
岸
を
け
っ
て
破
っ
て

向
こ
う
の
岸
を
力
い
っ
ぱ
い
蹴
っ
て
み

よ 。」

と
言
う
と
権
現
は
岸
を
力
い
っ
ぱ
い
蹴
る
と
水
は
沿
々
と
流
れ 、

大
分

川
と
な
り
湖
の
底
が
現
れ 、

米
つ
く
り
を
し
て
沢
山
の
農
産
物
が
で
き
る
よ
う

社

寒
田
神
社

祓
川
行
幸
之
訳
者

;―i社：I

資
料
②

「
宇
奈
岐
日
女
神
社
文
書」

に
な
っ
た 。

次
の
通
り

四
人
宛
奉
供
奉
守
護

口
そ
の
人
々

神
輿
の
前
後
左
右 、

殿
に
―
つ
の

之
面
々
御
神
輿
守
護

の
旨
六
座
の
神
輿
三

口
地
頭

の
命
に
よ
り
神
官 、

源
義
鎮
入
道
使
い

輿
に
つ
い
て
の
記
録

書
で
は
な
い
が 、

神

は
由
来
に
関
す
る
文

【
口
語
訳】

こ
の
資
料
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八
ッ
川
上
馬
場
地
頭
神
官、

奴
留
湯
左
馬
之
助、

由
布
惟
温

の

り

乙
丸
地
頭
神
官、

衛
藤
河
内
守

後

藤
原
秀
訓ゆ

き

並
柳
地
頭
神
官、

溝
口
伊
豆
守

前

藤
原
康
順

石
丸
地
頭
神
官、

田
中
大
和
守

清
原
正
雄

と

き

温
湯
地
頭
神
官、

大
野
九
郎
左
衛
門
尉

大
神
惟
辰

東
畠
山
野
口
ね
じ
山
地
頭
神
官、

矢
野
民
部
太
輔
前
河
内
守
清
原
兼
匡

な

か

清
原
正
徳

上
之
原
地
頭
神
官、

右
田
平
左
衛
門
尉

乙
丸
野
田
地
頭
神
官、

加
藤
源
之
飯

藤
原
信
篤

石
丸
地
頭
神
官、

後
藤
兵
庫
之
介、

藤
原
忠
治

【
説
明】

資
料
②
こ
の
資
料
に
は、

大
友
宗
麟
の
命
に
よ
り、

湯
布
院
地
区
の

各
地
地
頭
に、

神
輿
の
前
後
左
右
を
守
る
た
め
に
四
人
の
地
頭
が
守
る
よ
う
命

じ
ら
れ
て
い
る。
こ
の
役
に
各
地
区
の
地
頭
九
人
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と

は、
こ
の
祭
り
が
大
切
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る。
こ
の
地
頭
の
中
に、

川
上
の
地
頭、

奴
留
湯
左
馬
之
助
が
命
じ
ら
れ
て
い
る。

奴
留
湯
左
馬
之
助

は、

大
友
氏
が
宮
崎
で
の
高
城
耳
川
の
戦
い
に
参
加
し
て
薩
摩
と
の
合
戦
に
参

加
し
苦
戦
を
強
い
ら
れ
命
か
ら
が
ら
帰
っ
て
き
た
記
録
が
あ
る。

ま
た
奴
留
湯

氏
は、

キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
に
積
極
的
で
あ
っ
た
そ
の
た
め、

由
布
院
に
は
多

く
の
信
者
が
で
き
教
会
も
置
か
れ
た。

現
在
も
キ
リ
シ
タ
ン
墓
九
五
0
基
ほ
ど

が
確
認
さ
れ
て
い
る。

県
指
定
の
並
柳
キ
リ
ス
ト
教
募
碑
群
も
あ
る。

【
説
明】

永
禄
三
年
は、
一
五
六
0
年
で
大
友
義
鎮
（
宗
麟）

永
禄
三
月一
日
か
ら
年
庚
申

二
月
吉
日

仰
セ
有
之
也
伯
て
後
証
之
旨

如
件

神
威
有
之
候
ヲ
以
而
常
太
守
ヨ
リ

「
宇
奈
岐
日
女
神
社
文
書」

の
三
0
歳
の
時

伯
テ

之
御
社
タ
ル

右
者
式
内

宗
麟
侯

国
府
太
守、

大
友
従
四
位

上
義
鎖
入
道

二
依
り
テ

禁
廷
之
御

尊
敬
不
浅
二

資
料
③

9
/
J
 

ふ
忘
胃
尺
舟

大
本
岱
屁

名良
令
念

禁
廷`
孟
肉

魯叫
4
心
窄

荻省差
可
店

叶
痰
弓）
修
冷

塁
[
[

汀

仔
を

名
加
紋
贅
之
／`
1

::�1
位i
一
大
士
栄

ふ
望
生双
含
箪
旧

ぞ
猶
亦
百
姓
可

信
仰
則
運
命

長
久
令

【
口
語
訳】

常
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④
平
成
三
年
(
-

九
九
一
）

被
害
が
あ
っ

た
。

こ
の
時
被
害
に
あ
っ

て
倒
木
下
杉
の
大
木
は
現
在
神

社
の
境
内
に
大
切
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。

三、

「
大
杵
社」

は、

宇
奈
岐
日
女
神
社
の
末
社
で
は
あ
る
が、

昭
和
九
年
に

日
本
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
た
大
杉
が
あ
る
。

樹
高
�

三
七

m、

根
回
り一

五，

五

m、

幹
回
り
十，

六
m、

樹
齢
二

千
年
を
越
え
る
。

が
倒
れ
た
。

七
日
の
大
風
雨
で
椿
山
が
崩
れ、

馬
場
・

八
川
両
村
が
埋
ま
っ

た
。

こ
の
時
石
松
に
あ
る
高
全
員
も
倒
壊
し
た
が
六
所
宮
で
も
柑
当
な
被
害

が
あ
っ

た
。

③
嘉
永――一
年
（
一

八
五
0)

八
月
七
日
に
は
大
暴
風
雨
で
六
所
宮
の
大
杉

の
台
風
一

九
号
で
も
多
く
の
大
杉
が
側
れ
る

②
文
禄
五
年
(
-

五
九
六
）

七
月
一

日
か
ら
連
日
大
地
震
が
あ
り、

一 l 
:1 � .. .. . .('.

―

温

冒目因

鱈式
界

槌立袖
9年 社

麦
古

【
追
加、

参
考
資
料
】

杉
の
幹
の
大
き
さ、

五
01
cm
以
上
一

0
本
・

3
0
l
em
1
五
0
-
Crn

の
こ
と
で
あ
る
。

大
友
宗
麟
は
当
国
の
太
守
で
あ
る
。

此
の
宮
は
式
内
社
で
あ

る
の
で
尊
敬
浅
か
ら
ず、

由
布
郷
の
大
地
地
を
鎮
守、

百
姓
信
仰
す
べ
し、

則

ち
運
命
長
久
せ
し
む、

此
の
宮
は、

神
威
が
あ
る
と
太
守
は
言
わ
れ
た
。

後
症

の
た
め
こ
れ
を
記
す。

二
、

宇
奈
岐
日
女
神
社
の
杉
林
と
そ
の
被
害

①
一

九
八
0
年
の
調
査

三
四
本
m
．
一

五
0
�1―-
o
o
crn
は一
二
五
本
・

六
O
Crn
1一

四
九
crn
は
九
五

本、

こ
の
中
に
は
大
分
県
指
定
木
が一
一

本
あ
る
。

も
の
で
嘉
祥
二

年
（
八
四
九
年）

六
月
に
従
五
位
下
を
授
け
ら
れ
た

本
書
紀）

こ
と
か
ら
こ
れ
を
創
建
年
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。

こ
の
時
代
か
ら
由
布
山
の

神
ま
た
湯
布
院
盆
地
を
守
る
神
と
し
て

人
々
に
尊
崇
さ
れ
て
き
た
。

②
豊
富
な
水
に
も
恵
ま
れ
多
く
の
大
杉
が
育
っ

て
い
る
。

杉
を
守
る
人
々
の

努
力
が
あ
っ

た
。

③
今
残
る
神
社
も
文
書
に
は、

大
友
氏
が
此
の
宮
を
大
切
に
守
る
よ
う
書
き

送
っ

て
い
る
。

代
々
大
切
に
さ
れ
て
き
た
。

①
宇
奈
岐
日
女
神
社
の
由
来
は、

宇
奈
岐
日
女
と
呼
ば
れ
た
巫
女
を
祭
っ

た

ま
と
め

【
参
考
資
料
】

①

湯
布
院
町
誌

②
宇
奈
岐
姫
神
社
文
書

③
大
分
県
地
名
事
典

④
由
布
市
文
化
財
記
録

⑤
神
社
明
細
帳

（
日

-6-


